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医療機器届出番号 34B1X00001000058 

 機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  

一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000 

*（ガイドワイヤ挿入コネクタ 70286000） 

 

ナデシコインサーター  

再使用禁止   

 

【禁忌・禁止】 

 再使用禁止 

 

 *【形状・構造及び原理等】 

  〈構成〉 

 

 

 

 

 

  〈仕様〉 

項目 性能 

破断強度 5N 

 

 *【使用目的又は効果】 

  *マイクロカテーテルをガイディングカテーテルに挿入するために

用いる器具をいう。また、マイクロカテーテル等のコネクタ部に

接続してガイドワイヤの挿入を補助することにも使用する。 

 

 *【使用方法等】 

  〈組み合わせて使用する医療機器〉 

   本品は、以下の医療機器に組み合わせて使用します。 

販売名 承認番号 

ナデシコ 21200BZZ00459000 

  〈使用方法〉 

   1.カテーテルコネクタとして使用する場合 

   (1)包装から本品を取り出します。 

   (2)ガイディングカテーテルの二方活栓若しくは止血弁に本品を

挿入します。 

  *(3)十分湿潤させたマイクロカテーテルを、本品を介してガイディ

ングカテーテルに挿入します。 

  *(4)マイクロカテーテルがガイディングカテーテル先端から血管

内に挿入されたことを確認したのち、本品を二方活栓若しくは

止血弁より抜きます。 

   (5)抜いた本品をマイクロカテーテルのストレインリリーフまで

移動させ、ストレインリリーフに被せて固定します。 

  *2.ガイドワイヤ挿入コネクタとして使用する場合 

  *(1)包装から本品を取り出します。 

  *(2)マイクロカテーテルのコネクタ部に本品を挿入します。 

  *(3)十分に湿潤させたガイドワイヤを、本品を介してマイクロカテ

ーテルに挿入します。 

  *(4)ガイドワイヤがマイクロカテーテル先端から血管内に挿入さ

れたことを確認したのち、本品をガイドワイヤ後端より抜きま

す。 

  〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

 *1.マイクロカテーテルやガイドワイヤを挿入する際に、先端がつか

えたり、抵抗が認められた場合は挿入しないこと。［マイクロカ

テーテルやガイドワイヤが破損、切断するおそれがある。］ 

  2.本品をガイディングカテーテルに挿入した状態で、ガイディング

カテーテルの二方活栓を操作しないこと。［本品及びマイクロカ

テーテルが破損、切断するおそれがある。］ 

  3.本品をメスやハサミ等で損傷しないよう注意すること。 

 

  【使用上の注意】 

 *〈不具合・有害事象〉 

  *その他の不具合 

  *破損 

 

 *【保管方法及び有効期間等】 

  〈有効期間〉 

   3 年[自己認証（当社データ）による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

   電話番号：082-243-5806 

インサーター 


